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カリキュラム等の課題と改善の提案（各構成員より）

構成員からの提案一覧

構成員 最低履修時間数 その他

碓井構成員 ９３単位

【追加する学科】
・臨床実習
・保険制度(受領委任払含む)
・救急・災害対応
・高齢者・介護保険の役割
・柔道整復の適否　など
【学科の移行】
・「解剖学」のうち「体表解剖」につい
て、「人体の構造と機能（専門基
礎）」→「基礎柔道整復学（専門）」
に移行
・大学医学部での解剖見学を講義
時間に含める

2,600時間程度
2単位
（＋１
単位）

【臨床実習の見直し点】
・市中の整骨院で臨床実習
・整形外科等の医療機関での
見学実習
・介護施設での実習
・厚労省の指定した講習会を修
了した者 7人

【考え方】
・単位数引上げに伴い教員１増
・実習担当教員（附属以外臨床
実習担当）として１増
【その他】
・基礎分野の教員をＩＴ、ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ等について専修学校教授
資格で対応可とする

【設備・備品の見直し】
・肺活量計→削除
・ギプス→ギプス等
・顕微鏡及びｼｬｰｶｽﾃﾝ→削除
・骨折治療台→削除
・専門図書→専門図書（電子
書籍含む）
・学術雑誌→学術雑誌（電子
書籍含む）
・実習用ベッド１台あたり6.3㎡
→学生1人当たり2.1㎡

釜萢構成員
引上る
べき

【追加する学科】
・保険制度
・臨床実習

・単位制以前の
履修時間（2,480
時間）をベースに
引上げ

【臨床実習の見直し点】
・附属の施設以外での臨床実
習も認める
・過去に不正請求等があった
施設は除外

【考え方】
・履修時間増加に対応する教
員体制
【教員の要件】
・専任教員要件は免許取得後５
年以上実務に従事

・施術所の管理者の要件を卒
後臨床研修（柔道整復研修試
験財団が実施するもの）の修
了とする

樽本構成員 ９５単位

【追加する学科】
・鑑別診断能力の強化
・モラル低下等への対応（精神面を
講義）
・損傷の構造学的教育
・キャリア教育の必要性
・柔整に係る疾患の総合評価能力
・臨床に応じた整復法と固定法の理
論
・臨床実習

2,670時間程度
2単位
（＋１
単位）

【臨床実習の見直し点】
・医療機関への見学実習
・保険制度の演習
・ＯＳＣＥの導入

【教員の要件】
「３年以上→５年以上実務に従
事」引上げ
①５年以上の臨床経験（接骨院
または医療機関等）
②３年以上の臨床経験（接骨院
または医療機関等）と２年の学
校実務
③　①又は②に業績として学会
等での専門的な学会発表や論
文の掲載

介護予防や身体機能低下に
よる転倒予防についの教育を
行ってほしい

長尾構成員
９３単位

【追加する学科】
・高齢者、アスリートの生理学変化・
特異性
・地域包括ケアシステム
・救急・医療安全
・画像を読む能力
・健康保険制度（療養費支給基準、
受領委任払い制度）
・柔道の「形」
・倫理
・臨床実習の拡大　　など

・最低２７３０時間
以上
（単位制前の履
修時間×１．１）
・科目ごとの時間
数を設定

【臨床実習の見直し点】
・時間数・実習場所の拡大
・実習内容の充実
・柔道整復師会の中から募集
（要件を守れない場合は取消し
公表）
・保険診療の仕組みを学習

【考え方】
・総単位数の引上げに応じた増
【教員の要件】
・「実務」「経験」を定義すべき
・期間の延長よりも内容の充実
・同一養成施設（朝昼夜）の専
任教員重複についても物理的
可能か検証の必要

受領委任の取扱い時には一
定のハードル（試験・研修等）
を課すべき

総単位数 臨床実習 専任教員



構成員 最低履修時間数 その他総単位数 臨床実習 専任教員

成瀬構成員
９３単位

【考え方】
・ＰＴＯＴやあはき師と同様にする
・大学卒業要件１２４単位×３／４→
９３単位

２５００時間程度
・臨床実習（2単
位）を除いて1日4
時間×週6日×3
年間→2448時間
＋90時間

2単位
（＋１
単位）

【臨床実習の見直し点】
・臨床実習２単位を別に項目立
・骨折、脱臼等に係る外部の接
骨院、整形外科医院を容認 5人

増やさず現状のままでも良い

西山構成員

【追加する学科】
・外傷後の後療法の教育の充実
・画像診断の教育

卒後研修の導入
研究修了書の発行（モチベー
ションの向上）
施術所のみならず提携病院に
ての研修（画像診断との並行
学習）

細野構成員
９３単位

【追加する学科】
・臨床実習・臨地実習
・保険制度・受領委任払い制度
・救急対応
・高齢者の特性、機能訓練指導
・適否疾患の峻別　　など

2,600時間程度
2単位
（＋１
単位）

【臨床実習の見直し点】
・臨床実習（臨地実習を含む）
を実技から独立
・臨地実習は、医療施設、介護
施設

６人

【教員の要件】
・実務経験5年以上とし、最低実
務経験日数も規定

・医科大学での解剖見学実習
を解剖学の講義時間に含める

松下構成員
９７単位

【考え方】
・開業権が認められているなど、理
学療法士よりも権限の多い資格な
ので看護師と同じ97単位程度には
引き上げるべき
【追加する学科】
・関係法令講義の充実
・物理療法、運動療法の基礎（原
理）
・外傷の救急医療（医学部並みに）
・外傷の保存療法（医学部並みに）
・臨床実習を２単位

3,000時間（看護
師の並み）

2単位
（＋１
単位）

大幅に増やすべきであり、少な
くとも２単位には増やすべき

【考え方】
・単位数に見合うよう増員
【教員の要件】
・５年以上の実務経験に戻す

備品については時代に合わせ
て、不要なものは省き、新しい
機器を加えるべき
















































































